人権・同和問題啓発ＤＶＤ・ビデオ貸出要領
　貸出の条件　
　○貸出本数は、１人（１団体）１回につき３本以内とします。
　○貸出期間は、２週間以内とします。
　○貸出は申込受付順により決定します。
　貸出費用の負担　
○貸出料金は無料です。ただし、ディスク、テープを著しく破損等した場合は、応分の補償料をいただく場合があります。
○郵送による貸出の場合、当室からの送料は当室で負担しますが、返却の送料は利用者の負担とします。研修会等で使用する場合は、余裕を持った発送日にすることをおすすめします。
  申込の方法　

○下記の問い合わせ先に事前に電話で予約状況を確認してください。
○予約状況を確認した上で、下記申込書に記入し、当室に提出して下さい。
提出方法は郵送のほか、同内容を記載した電子メールでも受け付けます。
○「貸出期間」の初日は当方から発送する日を、最終日は当方に到着する日を記入してください。

  その他　

○貸出作品一覧は、県人権啓発室のホームページからもご覧頂けます。

（『新潟県の人権』  http://www.pref.niigata.lg.jp/fukushihoken/jinken.html）
【申込み・問い合わせ先】
新潟県福祉保健部福祉保健総務課人権啓発室
〒950-8570　新潟市中央区新光町４番地１（県庁12階）
TEL：025-280-5181(直通)　
E-mail：ngt040210@pref.niigata.lg.jp(所属代表メール)

人権・同和問題啓発ＤＶＤ・ビデオ貸出申込書
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※「貸出期間」は当方から発送する日～当方に到着する日を記入してください。
　 研修会等で使用する場合は、余裕を持った発送日にすることをおすすめします。
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